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平成１６年度 工業所有権情報・研修館 評価表
Ａ：良好１．総 合 的 な 評 定

・新たに移管された情報普及業務及び人材育成業務についても、既存業務と同様に中期計画及び年度計画の達成状況について数値化による評価を基本とし、委員からの業務実績に関する２．結論に至った理由・背景
意見等をもとに評価を行った。
・情報・研修館が従来から行っている業務（公報等閲覧業務、図書等整備業務、相談等業務、工業所有権流通業務）については、ユーザーニーズ等の要請に迅速に対応した改善がなされ
ているほか、組織的にも柔軟に対応できる独立行政法人の特性を生かし、優れた成果をあげていると考えられる。

・新たに移管された業務（情報普及業務、人材育成業務）については、適正に業務が実施され目標を上回る成果が見られた。情報普及業務等の追加によりワンストップで特許情報の提供
が行われたほか、満足度の高い研修事業が行われていることは評価できる。この分野における今後の期待度は大である。

・全体としては、知財立国を支える上での大きな柱となる情報普及業務と人材育成業務という新たな業務が加わり、組織・業務の規模、範囲ともに大幅に拡大した過渡期にあって、新た
な業務を含めて適正かつ円滑な業務遂行が行われ優れた実績をあげている。よって、総合的な評価としてはＡ（良好）である。

中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
平成１６年１０月に「独立行政法人工業１．中期目標の期間

所有権総合情報館法」の一部改正が施工さ
●情報・研修館の平成１３年度から始まる れ、本館の名称を「工業所有権情報・研修
第１期における中期目標の期間は、５年 館」に変更するとともに、新たに情報普及
間（平成１３年４月１日～平成１８年３ 業務、人材育成業務が追加された。これを
月３１日）とする。 受けて、主務大臣は中期目標を変更し、本

館も中期計画の変更の認可を受けるととも
に、平成１６年度計画の変更を届け出た。
これらの新たに追加された業務について
は、平成１６年１０月から半年分の取り組
みをとりまとめている。

２．業務運営の効率化に関する事項 １．業務運営の効率化に関する目標を達成 １．業務運営の効率化に関する目標を達成 １．業務運営の効率化に関する目標を達成
するためとるべき措置 するため取るべき措置 するため取るべき措置

％）●運営費交付金を充当して行う業務につい （評価ウェイト１５
ては、中期目標の期間中、新規追加・拡
充部分を除き、毎年度平均で前年度比１
％の経費節減を行う。

●コンピュータネットワークの活用 ●コンピュータネットワークの活用 ●コンピュータネットワークの活用
・電子メールによる事務連絡の活用、電子 ・情報・研修館ホームページの内容を充実 【情報の共有化】
掲示板による相談事例の共有等により、 し提供する。
組織内の意思疎通の円滑化、情報の共有 ・情報・研修館ホームページで提供する情 ○館内の意思疎通の円滑化及び情報の共有 ・ が充実し、特許に関する総合情報提供をワンスHP
化を強化する。 報を適宜更新し、最新情報を迅速に提供 化を図るとともに、職員の情報セキュリ トップで実現されるようになり、利便性が向上してい

・外部との連絡にインターネットを活用し する。 ティへの意識を高めるため、情報セキュ るのは大いに評価できる。
た情報授受の強化を図る。 ・情報セキュリティの確保。 リティ資料を配付。同時に、個人情報保 ・コンピュータネットワークの活用などはもはや常識

・情報通信技術を活用した広報のあり方に 護法の施行に向けた、現状把握及び規程 的であるが、目標達成のためにとるべき措置は多岐に
ついて検討する。 等の整備を実施した。 わたりよく考えられている。些末事項であるが情報提

・共有情報に存在する個人情報について、 供面でやや拙速さを感じさせる部分は要改善。
その内容等を精査し、法施行後の対応等 ・ホームページの拡充・強化、人員配置の適正化等に
について調査、検討を実施。 つき、相当程度の改善が見られる。
・ 情報セキュリティーセミナー」講演資 ・事業内容が大きく変化したので前年度比の評価困難「
料を職員に配布及び共用ファイルへ掲載 ほぼ良好のＢとしたい。
・電子メールによる相談データ等のアクセ
ス制限フォルダーへの移行を職員へ指
導。
・個人情報保護法施行に向け、規程及びマ
ニュアルを整備。
【ホームページの拡充】
①名称の変更及び業務の拡大に伴い、ホー
ムページのリニューアルを実施。
ａ名称の変更及び追加拡張業務に対応する
ため、ホームページ（英語版含む）の全
面的なリニューアルを実施。
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
ｂホームページのリニューアルに伴い、バ
リアフリーなウェブサイトを目ざしＪＩ
Ｓ規格（ウェブコンテンツＪＩＳ）への
対応を実施。
・画像にはその内容を的確に表したテキス
トなどの代替情報を用意する。
・ハイパーリンク画像には、リンク先の内
容が予測できるテキストなどの代替情報
を用意する。
・色や形や位置だけに依存した情報を提供
しない。

②情報提供の強化・拡充を図るため、これ
までのＨＴＭＬ形式・ＰＤＦ形式に加
え、ユーザーが様式等をダウンロードし
て利用できる、ＭＳ－Ｗｏｒｄファイル
（Ｄｏｃ形式）での提供を実施。
ａＨＴＭＬ形式 ４５２ ファイル
ｂＰＤＦ形式 ３７７ ファイル
ｃＤｏｃ形式 ９５ ファイル
ｄトップページへのアクセス回数
平成１６年９月まで

９５，０９３回
・各事業部毎のトップページアクセス
特許の相談 ２８，４３４回
公報の閲覧 １９，７４０回
審査資料の閲覧 ９，８５３回
英語トップページ ４，２８２回

平成１６年１０月以降
２４９，７８７回

・各事業部毎のトップページアクセス
特許の相談 ４２，８５２回
特許の出願方法 ４８，２６４回
公報・資料の閲覧５２，１９８回
人材育成 １０，６９１回
特許情報の提供 ４０，０８７回
英語トップページ１１，７７７回
・特許電子図書館サービス一覧へのアクセ
ス回数 ３４９，６２８回
・ホームメール意見要望件数合計

２６件

●委託外注等の推進 ●委託外注等の推進 ●委託外注等の推進
・独立行政法人化によって増加する一般管 ・経理業務全般（経理処理、決算処理及び ○限られた人員の中で専門的な経理事務を
理業務の委託外注、派遣職員の活用等を 財務諸表の作成等）を適正に処理するた 適切に遂行するため、監査法人（中央青
推進する。 め、コンサルティングの活用を行う。 山）との顧問契約を締結・実施。

（平成１６年４月継続契約）

●資源配分の最適化 ●資源配分の最適化 ●資源配分の最適化
・職員、予算、設備等の人的・物的資源の ・各業務において、職員の人的資源の配分 【１．年初の人員配置変更】 ・実状にあった人員配置転換や、支出比率の大きいア
配分を事業年度毎に見直す。すなわち、 を見直し、必要な場合には非常勤職員等 ○平成１５年度までの業務実績を勘案し、 ドバイザー人件費を年俸制から一部実績給に変更した
出願統計や利用者のニーズ調査の結果を を積極的に活用する。 人的資源の配分の見直しを行い、人員配置 ことは評価できる。ただ、アドバイザー人件費の実績
踏まえて、資源を適切に配分した年度計 を行った （平成１６年４月１日実施） 給が結果にどれほど影響したかが不明。検証が必要。。
画を作成し、計画に沿って業務運営の実 ・閲覧部２名減 → 相談部２名増
施をする。また、新規業務を開始する際 ・資料部１名減 → 総務部１名増
には、既存業務に対する資源配分の見直
しを行う。
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
【２．業務追加に伴う組織変更及び人員配
置変更】
平成１６年１０月１日の業務追加によ

り、情報普及部、研修部及び人材育成部の
三部を設置するとともに、人材開発統括監
を設け人材育成面の全体調整を担うことと
した。これらに加え、次の変更を実施して
組織の効果・効率化を行った。
①閲覧部と資料部の統合
両部を統合して新たに閲覧部とした上

で、公報閲覧部門に下記の非常勤職員を導
入することとし、職員を統合前の２３名か
ら１６名に７名削減した。

②相談部等への人員配置
業務量が増大している部署への対応とし
て、相談部に３名、総務部及び流通部に１
名職員を配置した。

③非常勤職員の配置
・公報閲覧相談員６名配置（民間サーチ経
験者）
・特許研究調査員１名配置

④派遣職員の配置 （平成１６年１０月４。
日実施）
これまでも配置していた受付業務等のほ
かに、経理業務及び研修出張旅費支給業務
補助のため、労働者派遣契約を締結し、総
務部、研修部各２名の派遣職員を配置。

●調達契約における効率化 ●調達契約における効率化 ●調達契約における効率化
・調達契約を締結する際に、競争入札の実 ・次期契約の締結に向け、実施内容の精査 ①競争入札の実施。 ・競争入札や公募を適切に実施し、経費削減に努めて
施、随意契約等における事前の調査、交 を行うことにより効率化を図る。 （１５年度３件 → １６年度３件） いる。
渉の強化等により契約内容の効率化を図 ・第一公報閲覧室における受付業務等に関
る。 する労働者派遣について一般競争入札を

実施。
・経理業務及び研修出張旅費支給業務補助
のための労働者派遣について一般競争入
札を実施。
・特許流通促進事業の認知度に関するアン
ケート調査業務について一般競争入札を
実施。

②公募の実施
事業を効果的かつ効率的に行うため、以
下の事業について、公募により契約者を
選定した。
（１５年度３件 → １６年度３件）
・技術移転人材育成ＯＪＴプログラムの調
査研究事業
・工業所有権総合情報館ホームページ改訂
事業
・ｅラーニングシステム開発事業

③１５年度契約の実施内容の精査を踏まえ
１６年度契約について効率化を実施し
た。
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
・業務委託事業における調達方法の指導等
各業務委託事業において、その実施の際
に必要な調達品目に対しては、昨年度に
引き続き競争による調達（原則２以上の
者から見積を徴す等）を原則とするよう
指導を行った。

・地方公報閲覧事業の消耗品等の一括調達
地方公報閲覧事業において、委託先支部
である各地方ごとに調達している消耗品
等について、昨年度に引き続き情報館で
一括調達を行うことにより、経費節減を
実施した。

・委託事業における人件費算出の変更
特許流通アドバイザー派遣事業等の委託
事業において、より業務の実態に即した
経費づけが行えるよう、事務局人件費を
年俸制から時間単価契約に変更した。
また、アドバイザーに対する報酬スキー
ムを、実績を翌年度に反映させる「年俸
制」から、当該年度に実績を反映させる
ことができる「固定給＋実績給」へのス
キームを昨年度と同様に導入し、アドバ
イザー活動の活性化を図った。

●利用者への情報提供等の利便性の向上に ●業務の効率化の推進 ●業務の効率化の推進 ●業務の効率化の推進
係る業務及び内部管理業務について、分 ・経済産業省の策定するオンライン実施方 ・経済産業省の策定するオンライン実施方 ○経済産業省の策定するオンライン実施方
析及び体系的整理並びに経済産業省電子 策の提示等の条件整備を受け、業務の最 策の提示等の条件整備を受け、業務の最 策の提示等を受け、業務の最適化計画を
政府構築計画に基づくこれら業務の最適 適化を推進する。 適化計画を検討する。 検討するとともに、次の取り組みを実施
化を推進する。 した。

・電子政府構築計画の一つとして、職員給
与の全額振込を開始するとともに郵便局
への振込を可能とした。
・会計システム更新に向けて、会計業務の
効率化に資するべく、市販会計ソフト
ウェアを比較検討し次期導入システムを
決定

％）３．国民に対して提供するサービスその他 ２．国民に対して提供するサービスその他 ２．国民に対して提供するサービスその他 ２．国民に対して提供するサービスその他 （評価ウェイト７０
の業務の質の向上に関する事項 の業務の質の向上に関する目標を達成する の業務の質の向上に関する目標を達成する の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 ため取るべき措置 ため取るべき措置

○新規異動者を対象に外部機関による接遇 ・電子図書館と人材育成が加わり、事業内容が大幅に
研修を実施。 拡大した。
①接客のマナー向上を図るため、外部研修
機関（ＪＡＬアカデミー）を活用し、情
報・研修館の業務に則したカリキュラム
を設定した接遇研修を実施した。
・新規異動者を対象とした研修を実施。
（座学 ２時間、実習 １日）
・公報閲覧相談員を対象とした研修を実
施 （実習 １日）。

②職員の基本的業務遂行能力を向上させ、
常にお客様の立場で操作指導する知識を
習得する研修を実施した。
・ＩＰＤＬ／ＷＳ、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ
等操作研修（実習 ７日）
・地方閲覧室補助員を対象とした総合案
内、接遇研修（実習 ２日）
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
③技術の複合化等に対応して、各種専門的
検索の操作指導ができる知識習得のため
の研修を実施 （８時間）。
・特・実検索の指導方法
・ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム検索の指導方法
・意・商検索の指導方法

④公報閲覧相談員を対象とした、各種検索
の操作指導ができる知識習得のための研
修を実施した （１１日）。
・特・実検索の指導方法
・ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム検索の指導方法
・意・商検索の指導方法
・ＣＤ／ＤＶＤ検索の指導方法

上記研修については、フォローアップを
今後も継続。

⑤次の特許庁職員に対する研修について、
情報・研修館職員も初めて参加させた。

（ ）・事務系職員研修 産業財産権専門官研修
・専門研修（ライフプラン講習会、公益法
人会計研修、パソコン研修等）
・語学研修（オーラルコース等）
・派遣研修（実践英語）

⑥その他の研修
・平成１６年度東日本図書館等職員著作権
実務講習会に３名が参加。

○情報・研修館業務のサービス内容の点
検、法律的見地からの検討及び利用者か
らの苦情、トラブル等に迅速且つ的確に
対応するため弁護士と顧問契約を締結。
（平成１６年８月１日実施）
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
評 定

●［工業所有権関係公報等閲覧業務］ ●［工業所有権関係公報等閲覧業務］ ●工業所有権関係公報等閲覧業務 ●工業所有権関係公報等閲覧業務 評価 採点 ・閲覧業務に関しては適正に行われていお
り、評価５。ﾎﾟｲﾝﾄ

○行政機関の休日に関する法律で規定する ・次年度以降、もはや評価項目に含める必５ 5.0
日を除き、全日、福岡、沖縄を除く各閲 要性は低いのではないか。
覧室において閲覧を実施した。 ・台風の影響による休館また開館時間変更
・台風の影響により福岡、沖縄閲覧室が１ であり、実質１００％と評価すべき。
日臨時休館。 ・台風を除き全日開館 評価５。
・台風の影響により名古屋、大阪、高松、
広島、沖縄閲覧室が開館時間、閉館時間
を変更。

○第一・第二公報閲覧室及び地方閲覧室を
含めた１０カ所において、公報等の閲覧
事業を行い、７２，２６１人の利用者に
対して情報提供を行った。
なお、平成１４年度から閲覧時間を延長
したが平成１６年度における１７時以降
の第一公報閲覧室利用者数は入館者２５
８人、退館者８，２６３人であった。

○閲覧室（特許電子図書館）への見学者は
２，１６７人であった。

①ＣＤ・ＤＶＤ－ＲＯＭ閲覧用機器マニュ
アルの作成
・韓国ＣＤ－ＲＯＭ公報

②閲覧室利用案内の改訂

③外国公報類の修理製本を実施。
・平成１６年度は５０３冊について実施。

④外部人材の活用
・公報閲覧相談員（非常勤職員）採用試験
を行い、民間サーチ経験者６名を採用。

⑤図書館との連携
・全国公立図書館（２２カ所）に閲覧部パ
ンフレットを配布。

閲覧用機器の性能向上及び配置の見直し 閲覧用機器の性能向上及び配置の見直し 閲覧用機器の性能向上及び配置の見直し ・現状ではユーザーニーズに対応した着実５ 4.8
公報等を閲覧する利用者の利便性向上 な改善を評価できる （閲覧室利用者が漸。

と、各地における工業所有権情報の提供体 減傾向であることを考慮すると、将来的に
制の整備充実を図ることで、公報情報の効 は対費用効果を重視した対応が必要になる
果的な普及を目指す。 ことが予想される ）。

・情報通信技術の進捗に対応して、閲覧用 ・閲覧用機器（公報を検索・閲覧するため ・最新技術を導入し、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶ ○ＣＤ・ＤＶＤ－ＲＯＭ閲覧用機器の更新
機器（公報を検索・閲覧するためのコン のコンピュータ端末）の処理速度や操作 Ｄ－ＲＯＭ閲覧用機器の更新を行う。 ・メモリの増設と液晶画面の変更
ピュータ端末）の処理速度や操作性を向 性を向上させるため、先端の情報通信技 ・ＣＤ・ＤＶＤ－ＲＯＭ閲覧用機器１台に
上させる。 術を導入した閲覧用機器への更新を行 ・第一閲覧室に商用データベースを検索で プリンタ１台を設置。

う。 きる閲覧用機器を導入するための検討を
行う。 ○昨年度実施事業の、閲覧事業・相談事業 ・商用データベース導入について検討され

の今後のあり方に関する委員会の提言を たことはことは評価できるが、実行に至ら
もとに、第一閲覧室に商用データベース なかったのは残念である。

・閲覧用機器の操作性を向上させるため、 ・平成１５年度ニーズ調査を踏まえた改善 を検索できる閲覧用機器を導入するため
インターフェースを改良した一般利用者 を行う。 の検討を実施。
向けの検索支援システムについてのニー ・実現させる場合の数種の実行案を策定。
ズ調査及びこれを踏まえた基本設計を行
う。 ○ＩＰＤＬ／ＷＳ専用端末機の機能向上を

実施。
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
(ⅰ)利用者ニーズを踏まえた機能改善
・文献操作機能の改善
・印刷機能の改善
・検索項目の変更
・表示画面の改造
・自動頁送りの追加

(ⅱ)制度改正等への対応に伴う改造。
・意匠分類・Ｄターム改正対応
・商標基本マスタレイアウト変更対応
・国際公開番号の年部４桁対応
・特実ＤＶＤ－ＲＯＭ公報第２版対応

○インターネット閲覧用機器の回線変更。 ・インターネット接続環境等の向上が行わ
・専用回線から一般回線に変更しコストの れた 評価５。
軽減を図るとともに高速タイプの回線と
し接続環境を向上

4.4・各地の閲覧用機器の場所及び設置台数を ・各地における閲覧用機器の利用状況、 ○ＩＰＤＬ専用端末機の設置台数等の配置 ５
各地のニーズを踏まえて最適化する。 ニーズを事業年度毎に把握し、閲覧用機 の適正化については、アンケート調査結

器の設置場所、設置台数を事業年度毎に 果及び専用端末機の利用状況等から現在
見直す。 の配置を継続。

○ＣＤ・ＤＶＤ閲覧用機器の更新及び配置 ・設置台数の見直しを行った 評価５。
台数の見直し。
・利用状況を勘案し配置台数を見直し

第一公報閲覧室 －８台

4.6・利用者サービス及び利用状況等に関する ○第一・二公報閲覧室および地方閲覧室閲 ５
ニーズ調査を行う。 覧者のアンケート調査の実施

利用者ニーズを的確に把握するため、第 ・満足度が過去最高となったことは評価で
一・二公報閲覧室及び地方閲覧室の利用 きる。しかし、年度内改善対応が３２項目
者に対して８月にアンケート調査を実 にとどまったことに対して、もう少し何ら
施。 かの対応ができなかっただろうか。

・アンケート調査とその結果のフィード
・アンケート調査は、第一公報閲覧室及び バックをきちんと行っている点が評価でき
地方閲覧室合わせて１，０４７人の利用 る。閲覧環境についての不満を解消するよ
者に配布し、９２９人から回答があり、 う更に努力することが望まれる。
要望項目２０６項目、要望数２８４件が ・良いの評価が７９％で向上している 評
寄せられた。 価５。
寄せられた要望項目のうち、３２項目は
１６年度に既に実施、５０項目は１７年
度以降に実施予定、今後の検討課題とす
るものについては４８項目及び７３項目
は実施する必要がないもの又は困難な項
目であった。
なお、残りの３項目は特許庁等への要望
であった。

主な要望に対する対応は次のとおりであ
る。
(ⅰ)接遇関係について ・接遇にある程度注力することは対人業務
「接客態度、言葉遣い、応答内容」につ においては常識的であるが、ユーザーによ
いては 「総合案内、閲覧受付、精算窓 る個人差の大きい項目でもあり 大半が 良、 、 「
口 検索指導 分類相談等 毎にアンケー い」と評価する状態を維持すれば可とした、 、 」
ト調査を行ったが 「良い（全体 」が７ い。、 ）
９％と評価されている （ 良くない（全。「
体で４％ ）」
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
(ⅱ)閲覧環境について
・閲覧機器の環境について、３６４件（複

） 、数回答あり の不満と感じる回答があり
そのうち操作性等の不満が７３件、ＣＤ
－ＲＯＭ交換の手間が５３件あった。
・閲覧室の環境については、５０９件（複

） 、数回答あり の不満と感じる回答があり
そのうち複写料金に対する不満が２１７
件、土曜・日曜開館を含む開館時間につ
いては７９件であった。

(ⅲ)全体としての満足度について
、「 」全閲覧室において満足度は高く 満足

の回答は７２％ 「普通」２７％、不満、
「１％」

(ⅳ)新たなサービスについて
・ＩＰＤＬ／ＷＳカラー表示・印刷対応
全回答の３９％の回答があり、そのうち
「良い５０％ 「不満３％ 。不満の理」、 」

、「 」 「 」由は スピード 及び カラー鮮明度
・ＩＰＤＬ／ＷＳのＦターム、Ｄターム検
索絞り込み対応
全回答者の３９％の回答があり、そのう
ち「良い５０％ 「不満３％ 。不満の」、 」
理由は 「マニュアルが複雑 「検索項、 」、
目のさらなる増 。」
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
評 定

●［審査・審判関係図書等整備業務］ ●［審査・審判関係図書等整備業務］ ●審査・審判関係図書等整備業務 ●審査・審判関係図書等整備業務 評価 採点 ・いずれの点についても、適正な実施がな
されている。ﾎﾟｲﾝﾄ
・図書等整備業務に関しては適正に行われ
ており評価は５とした。

○行政機関の休日に関する法律で規定する ・もはや評価項目に含めることにどれほど５ 4.8
日を除く全日について閲覧を実施。 の意味があるのか。

・全日閲覧実施 評価５。
図書等閲覧件数 ４７６ 件

（ （ ））１７時以降閲覧件数 １３ 件 内数
閲覧者数 ２８９ 人

○審査・審判の最終処分（特許・拒絶等） ・適正に行われており 評価５。５ 4.8
が 確定した出願書類及び審判記録を特
許庁から受入・保管し、出納業務及び廃
棄のための抽出を実施。
受入件数： ４２，６６７件
出納件数： ２６，５６８件
保管包袋： ４，１６２千件
廃棄のための抽出件数： ２７９千件
・昨年度に引き続き出願書類及び審判記録
の出納を１日で処理。

4.8閲覧資料の充実 閲覧資料の充実 閲覧資料の充実 閲覧資料の充実 ５
審査・審判に関する技術文献等の資料を

充実させ、国内外の最新の技術水準を利用 ○特許庁の審査・審判の的確な処理に資す ・適正に行われており 評価５。
者が適時に把握できるようにする。 るため、審査・審判資料（国際調査の対

象となる非特許文献を含む ）の文献を。
網羅的に収集するために図書類選定担当
者会議を開催（平成１６年４月２１日）
し、図書類の選書依頼を行い、内外国の
図書及び雑誌を購入。

・選書に基づき購入した内外国図書及び雑 ・適正に行われており 評価５
誌
内国図書 ７０７ 冊
内国雑誌 ９，６７３ 冊

（３８３ タイトル）
外国図書 ９７ 冊
外国雑誌 ６，３６５ 冊

（４１８ タイトル）

・特許協力条約に規定されている国際調査 ・特許協力条約に規定されている国際調査 ・平成１３年度に策定した調達計画に基づ ○ＰＣＴ（特許協力条約）に規定されてい ・計画１００％達成で 評価５。５ 4.8
の対象となる非特許文献（特許公報以外 の対象となる非特許文献を網羅的に収集 き 「特許協力条約に規定されている国 る国際調査の対象となる非特許文献は、、
の技術文献 を 最新のものまで収集し するための調達計画を策定する。 際調査の対象となる非特許文献」を購入 １３年度に策定した調達計画に基づき１） 、 、
一般利用者の閲覧に供する。 する。 ６年度購入分を計画通り購入した。

（計画通り１００％達成 ））
１２７タイトル １，６４３冊

4.8・一般利用者への閲覧サービスを適切に実 ・情報・研修館ホームページに掲載した、 ○図書閲覧室に常備の閲覧資料リスト及び ５
施する体制を確保する すなわち 情報・ 「閲覧資料リスト」の利便性を向上させ 情報・研修館ホームページに掲載したタ。 、
研修館が収集した閲覧資料のリストを更 る。 イトル順、配下部署別の閲覧資料リスト
新し常備するとともに、貸出、返却の担 を毎月更新。
当職員をおいて閉架式の閲覧を可能とす なお、ホームページ掲載のファイル形式
る。あわせて、情報・研修館独自のホー は「ＰＤＦ」と「ＣＳＶ」の２形式。
ムページを構築し、インターネットによ
る閲覧資料リストの情報公開を行い、さ
らに工業所有権に関連した技術情報への
アクセス機能を付加し拡充していくこと
によりホームページの利用価値を高め
る。
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
・情報・研修館ホームページの 技術情報 ○平成１４年度に掲載した「技術情報関連 ・企業や大学のリンク集に工夫が見られな「 」 ５ 4.4
の更新を行う。 リンク集」１４８社、２７６サイトにつ い。ほとんど掲載している意味が見出せな

いてその後の状況（名称等の変更、リン い。
ク切れ等）について追跡調査を実施し、 ・充実してきており、アクセスも急拡大し
掲載情報を修正。 ており 評価５。
また、海外企業、大学等に係る情報を新
たに掲載するための調査を実施し、情報
を順次情報館ＨＰに掲載した。
（１７年３月末２１７社３９５サイト）
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
・全体として目標を十分上回る成果が見ら

●［工業所有権情報流通等業務］ ●［工業所有権情報流通等業務］ ●工業所有権情報流通等業務 ●工業所有権情報流通等業務 れた。
・流通事業に関しては、成果が出てきてお
り、評価を５とした。

開放特許に関する情報提供の拡大 開放特許に関する情報提供の拡大 開放特許に関する情報提供の拡大 ・アドバイザー事業の目標達成、経済イン５ 5.0
情報・研修館は 開放意思のある特許 開 パクトは評価できる 一方で アドバイザー、 （ 。 、

放特許）を企業間及び大学・公的試験研究 【ホームページによる情報提供】 の活動の質に対して何らかの評価を行うべ
機関と企業の間において円滑に移転させ、 特許流通促進事業の成果物の普及を行う きではないか。件数の伸びはいずれ頭打ち
中小・ベンチャー企業の新規事業の創出や ため、特許流通データベース、開放特許活 になるので、質の向上が次の課題となる。
新製品開発を活発化させることにより、中 用例集、特許流通支援チャート、知的財産 ・特許流通データベースの充実が、成約率
小・ベンチャー企業経営等に寄与するた 取引業者データベース、国際セミナー開催 向上にどれほど寄与したかが不明。また、
め、以下の業務を行う。 結果等の情報をホームページにより公開。 特に中小企業の特許流通促進に関して、ど

こが問題であるかの掘り下げた分析が不
・ホームページアクセス件数 明。もう少し課題の明確化を図り、それに

１，２３６，１６６件 対する解決策を講じるべきでは。努力の余
地有り。

（１）人材活用等による特許流通の促進 （１）人材活用等による特許流通の促進 （１）人材活用等による特許流通の促進 （１）人材活用等による特許流通の促進 ・年度計画を上回っており 評価５。
特許流通促進を支援する専門人材を派遣 特許流通促進を支援する専門人材による ①企業訪問計画を策定して特許流通促進を ○特許流通促進を支援する特許流通アドバ

し、特許流通・技術移転の仲介、相談及び 延べ企業訪問数を年間１４０００回以上と 支援する専門人材による企業訪問数を少 イザーの企業訪問数を増加させるため、
普及啓蒙をすること。また、国内の特許流 するとともに、技術移転プロセス、特許情 なくとも延べ年間１５，０００回以上と 新たに派遣要請のあった県及びＴＬＯを
通促進事業の認知度の向上を目的として事 報の検索手法、特許流通支援チャートを用 する。 加えて１１２名（増員２名）のアドバイ
業の総合的な説明会（特許流通説明会）を いた特許情報の技術移転への活用等を図る ②特許情報の技術移転への活用等を図るた ザー派遣を行うとともに、１人当たりの
各地で開催すること。 特許流通説明会を各経済産業局（８ブロッ めの特許流通説明会を地域のニーズを踏 企業訪問１４０回の目標を設定し、企業

ク）単位で実施する。 まえつつ年間８回以上実施する。 訪問回数２１，６３０回を達成。
（年度計画目標１５０００回以上に対し

＊平成１５年度から企業訪問回数を「年間 １４４．２％の達成）
１４０００回以上」に変更

○特許流通促進事業の認知度の向上を目的
とし、全国２３ヶ所で説明会を開催中。
（年度計画目標８回以上に対し２８７．
５％達成）
・３回の特許ビジネス市を開催。うち１回
は「食品・バイオ」分野に絞って開催。
（東京：２回（１回は「食品・バイオ」
分野）大阪：１回）

○特許流通成功事例集作成
・技術移転に関する具体的な情報として活
用していただくため、特許流通アドバイ
ザーの活動より成約（実施許諾、秘密保
持契約等）に至った４２事例を紹介。

（２）開放特許情報等の情報提供・活用の （２）開放特許情報等の情報提供・活用の （２）開放特許情報等の情報提供・活用の （２）開放特許情報等の情報提供・活用の
促進 促進 促進 促進
開放特許に関する情報提供量の増大を図 特許流通データベースに蓄積される開放 ①大学・国研及び公的研究機関等への保有 ○特許流通データベースへの登録数を増加

り、簡便な情報提供サービス及び開放特許 特許の蓄積数を増加させるとともに、開放 特許の登録普及啓発活動を通じて蓄積数 させるため、都道府県担当者会議、ＴＬ
。 、 、 、情報の活用アイデアを提供すること また 特許活用例集に掲載する開放特許の加工数 を増加させる。 Ｏ管理者会議において登録を要請 また

企業が新規事業創出時の技術導入・技術移 を年間２００件以上、特許流通支援チャー ②開放特許活用例集に掲載する開放特許の 登録促進のパンフレット作成・配布し、
転を図る上で指標となりえる国内特許の動 トの作成数を年間２０テーマ以上確保す 加工数を年間２００件以上とする。 ８，８２９件の新規登録を行った。
向を分析した特許流通支援チャートの提供 る。特許情報検索の専門家の企業訪問回数 ③特許流通支援チャートの作成テーマ数を 累計登録件数： ５８，００１件
をすること。さらに、地域における中小・ を年間４０００回以上確保する。 年間２０テーマ以上とする。
ベンチャー企業等の特許情報を活用した技 ④企業訪問計画を策定して特許情報検索の 55,639件(15年度末)－6,467件(削除)
術開発を支援するための特許情報検索の専 ＊平成１５年度から開放特許活用例集の加 専門家の企業訪問回数を年間４，０００ ＋8,829件(新規)＝58,001件
門家を派遣すること。 工数を「年間２００件以上」に変更 回以上確保する。

＊平成１５年度から特許流通支援チャート ・特許流通データベース「ライセンス情報
の作成数を「年間２０テーマ以上」に変 検索回数」
更 １２６，２４８回

＊平成１５年度から企業訪問回数を「年間 ・ アイデアデータベース検索回数」「
４０００回以上」に変更 ２３，９７５回

・データベースが更新されるたびに、あら
かじめ登録した検索式によって自動で検
索を行い、その結果をメールでお知らせ
するサービスを開始（ＳＤＩ機能 。）
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
○開放特許情報の活用アイデアを提供する
ため、特許流通データベースに新規登録
された開放特許の中から、開放特許活用
例集を２０９件作成。
（年度計画目標２００件に対し１０４.
５％達成）

○企業が新規事業創出時の技術導入・技術
移転への活用を図る上での指標となるよ
うに、技術分野毎に過去１０年程度の特
許を整理・分析した特許流通支援チャー
トを２１テーマ作成中。また過去に作成
したテーマの中から、２テーマについて
更新情報を作成中。
・利用の促進を図るため活用ガイドブック
を作成。

○地域における中小・ベンチャー企業等の
特許情報の活用促進を図るため、①特許
電子図書館情報検索指導アドバイザー７
名、②特許情報活用支援アドバイザー４
６名の派遣を行うとともに、１人当たり
の企業訪問目標を７０回と設定し、企業
訪問回数６，４２２回を達成。
（ ．年度計画目標４０００回に対し１６０
６％達成）

（３）知的財産権取引事業の育成支援のた （３）知的財産権取引事業の育成支援のた （３）知的財産権取引事業の育成支援のた （３）知的財産権取引事業の育成支援のた
めの環境整備 めの環境整備 めの環境整備 めの環境整備
将来の特許流通市場を担う多くの人材 知的財産権取引業者のデータベースへの 民間知的財産権取引事業者のデータベー

を育成するための環境を整備すること。我 登録数を増加させるとともに、人材育成の スへの登録数を増加させると共に、人材育 ○知的財産取引業の育成支援の環境整備を
が国の知的財産権を取り引きする事業の認 ための特許技術移転セミナーを年間１回以 成のための特許技術移転セミナーを年間１ 図るため、知的財産権取引事業者のデー
知度を高める機会及び当該事業者へのアク 上企画実施する。 回以上企画実施する。また、中小企業診断 タベースへの登録を増加させ、また、人
セス機会を提供すること。 士など中小企業支援を行う専門家の知財分 材育成のための特許技術移転セミナーと

＊平成１５年度から特許技術移転セミナー 野における知見を高めるため、その参加を して、国際特許流通セミナー及び知的財
の実施を「年間１回」に変更 促す。 産取引業の育成のための研修を企画実

施。

①知的財産権取引業者のデータベース
企業、公的研究機関、民間知的財産権取
引業者へデータベースの登録を依頼。
登録件数：６１社(１５年度末)→６８社
②特許技術移転セミナー
（年度計画目標１回に対し１００％達成）
a 国際特許流通セミナー
・開催日 １７年1月２４日～２６日
・参加者 延べ ３，０３８名
b 知的財産権取引業者向け研修
・基礎研修：９回開催
参加者数：633名 修了者：576名

・実務研修：３回（東京２回・大阪）
開催
参加者数：219名 修了者：167名

・実務者養成研修：３回（東京２回・大
阪）開催
参加者数： 60名 修了者： 53名
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
（４）特許流通に関する調査 （４）特許流通に関する調査 （４）特許流通に関する調査 （４）特許流通に関する調査
特許流通の認知度の向上及び円滑な推進 特許流通を促進するための欧米先進地域 特許流通を促進するための欧米先進地域 ○特許流通を促進するための欧米や日本に

のための環境について、内外の現状を調 における調査並びに日本における特許流通 における調査並びに日本における特許流通 おける特許流通の実情に関する調査を３
査・分析すること。また、情報・研修館の の実情に関する調査等を年間３テーマ以上 の実状に関する調査等を年間３テーマ以上 テーマ実施。
既存事業の見直しの参考とするため、当該 実施するとともに、情報・研修館の各事業 及び特許流通各事業の浸透度、認知度に関 ①特許流通促進事業の評価手法に関する調
事業の国内の評価や認知度について調査を の浸透度、認知度に関するアンケート調査 するアンケート調査を年間１回実施する。 査研究
行うこと。 を５年間において少なくとも２回実施す ②地域の知財活用マニュアルに関する調査

る。 研究
③技術移転人材育成ＯＪＴプログラム調査

＊平成１５年度から調査テーマを「年間 研究
３テーマ以上」に変更 （年度計画目標３テーマに対し１００％

達成）

（５）知的財産の活用のための基盤整備 （５）知的財産の活用のための基盤整備 （５）知的財産の活用のための基盤整備 （５）知的財産の活用のための基盤整備
特許流通による地域産業の活性化を図る 企業・大学・公的機関等における特許流 ①企業・大学・公的機関等における人材の ○全国コーディネータネットワーク会議開

とともに、知的財産活用を促進するための 通に関与する人材・情報のネットワークを 交流のための会議を年間１回以上開催す 催
（ ）人・情報のネットワーク等の社会基盤の整 構築するとともに、これらの人材や知的財 る。 年度計画目標１回に対し１００％達成

備を行うこと等により、特許流通に関する 産ビジネスを行う専門家・企業等の育成を ②特許流通を促進する専門家の下で特許流 ・開催日 １７年２月２８日
各施策の充実・強化を図ること。 行うことにより、特許流通に関連する業務 通を実際に体験することにより、地域で

の内容の充実・強化を図る。また、国際的 活動する企業・大学・公的機関等におけ ○「技術移転人材育成ＯＪＴプログラム」
な特許流通のための環境整備に向けた検討 る特許流通に関与する人材や知的財産ビ 事業において育成
を行う。 ジネスを行う専門家・企業等を年間１０ （４機関１７名）

名以上育成する。
これら業務の実施については、例えば、 ③大学等研究機関における特許情報の活用 ○特許情報活用支援アドバイザー等の大学

以下の指標を参考として評価する。 を促進するため、特許情報検索の専門家 等研究機関訪問回数６６８回を達成
・特許流通促進を支援する専門人材の派遣 による研究者訪問回数を年間１００回以 （年度計画目標１００回以上に対し６６
人数 上確保する。 ８％の達成）

・特許流通促進を支援する専門人材の訪問 ④知的財産ビジネスを行う専門家・企業等
企業数、成約件数 の情報をデータベース化し提供するため ○コーディネータ人材のデータベースの公

・特許流通促進説明会の開催数 の検討を行う。 開（ＪＳＴと協力し、３月公開）
・開放特許に関するデータベース登録件数 ⑤国際的な特許流通のための環境整備に向 ○知的財産ビジネスを行う専門家・企業等
・開放特許活用例集の案件数 けた調査を行う。 のデータベースの公開（特許庁と協力し
・特許流通支援チャートのテーマ数 ３月公開）
・特許情報検索の専門家の訪問企業数、相
談受付件数 ○中国（上海及び大連）において 「日中、

・知的財産権取引事業に関するデータベー 国際技術移転に関する予備調査」を実施
スの登録者数

・人材育成のためのセミナー等の受講人数
・各事業の浸透度、認知度
・特許流通に関連する業務の内容の充実度

○特許流通各事業の浸透度・認知度に関す ・各項目の実績が目標を上回っている点か５ 4.4
るアンケート調査を１テーマ実施。 ら認知度、浸透度のある程度の向上が推測
（年度計画目標１テーマに対し１００％ される。
達成） ・認知度、浸透度の向上の活動は目標を達

成しており 評価５。
○成約件数 ・成約件数は前年度並み５ 4.4
１６年度の成約件数は１，３８１件 ・順調に拡大しており、経済効果も出てい
・累計 ４，０８０件(１５年度末) る 評価５。

→ ５，４６１件
・累計成約件数の内訳

実施権許諾契約：１，７５７件
譲 渡 契 約： ２６３件
秘密保持契約：２，０２９件
オプション契約： ２３７件
共同・委託研究： ３２０件
技術指導契約： ２５２件
部品製品供給契約： ７２件
そ の 他： ５３１件
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）

●［工業所有権情報普及業務］ ●［工業所有権情報普及業務］ ●工業所有権情報普及業務 ●工業所有権情報普及業務 ・初期の目標を十分達成している。

工業所有権情報の普及及び内容の充実 工業所有権情報の普及及び内容の充実
特許庁が保有する膨大な工業所有権情報 工業所有権情報の普及かつその内容の

の普及と利用促進を図り、また、他国の工 充実を図るため、工業所有権情報の普及に
業所有権庁との協力等を通じてその内容を 関する特許庁の施策に基づいて以下の業務
充実させることにより、特許庁における審 を実施する。
査・審判の迅速・的確化に資するととも
に、企業が重複研究を回避することによっ
て研究開発効率の向上が図られるよう、以
下の業務を行う。

（１）工業所有権情報の普及及び提供 （１）工業所有権情報の普及及び提供 （１）工業所有権情報の普及及び提供 （１）工業所有権情報の普及及び提供 ・数値目標に対して、各業務平均して１０５ 4.6
一般公衆に対する工業所有権情報の普及 特許電子図書館を充実させ広く公開し、 ①特許電子図書館における年間検索回数を ①特許電子図書館提供サービス ０％強と評価。

と利用のため、工業所有権情報を迅速かつ 年間検索回数を６，０００万回以上確保す 年間６，０００万回以上確保する。 特許電子図書館（ＩＰＤＬ）は、明治以 ・検索・表示機能の改善や性能の向上を実
容易に検索できる特許電子図書館を充実さ るとともに、専用線を用いた特許電子図書 ②知的所有権センターにおける特許電子図 降発行された特許・実用新案・意匠・商標 施。
せ広く公開するとともに、専用線を用いた 館サービスの活用を促進する。また、特許 書館サービスの利用を促進する。 の公報類約５，３００万件を文献番号や各 ・情報普及業務等の追加によりワンストッ
特許電子図書館サービスの活用を促進する 庁が定める方針に基づき、毎年度１，３０ ③大学や中小・ベンチャー企業による従来 種分類等により検索することができるほ プでの特許情報の提供が行われていること
こと。また、工業所有権情報を利用しやす ０万件以上の工業所有権情報を標準的な 技術調査を充実させるため、専用線を用 か、関連情報として、出願・登録・審判に は評価できる。
い形に整理し、外部提供することにより、 フォーマットに変換したものを外部に提供 いた特許電子図書館サービスを大学・共 関する経過情報等を提供した。
企業等における工業所有権情報の活用や民 する。 同研究センターに提供することを検討す
間事業者による多様で高付加価値サービス る。 平成１６年度の検索利用回数
の提供に資すること。 ④年間１，３００万件以上の工業所有権情 ５９，８０３，４３９回

報を標準的なフォーマットに変換し、特
許庁データ販売事業許可要領等に基づい 平成１６年度の主な検索・表示機能の改
て外部提供する。 善及び性能の向上については、以下のとお

⑤特許電子図書館の利用マニュアル（海外 り。
向けのものを含む ）を作成し、配布す （ ）内はリリース月。
る。 ○意匠分類改正対応（１７．０１）

⑥特許情報フェア等のイベントに参加す ・日本意匠分類・Ｄターム検索
る。 ・意匠公報テキスト検索

・分類リスト
○国際公開番号の年部桁数変更対応
（１７．０３）
○侵害訴訟判決情報、分割出願情報対応
（１７．０３）
○商標基本マスタレイアウト変更
（１７．０３）
○新公報発行仕様及び実用新案制度改正対
応（１７．０３）
○特許・実用新案公報サービスの拡充
（１７．０３）

、 、・特許・実用公報ＤＢ 公報テキスト検索
Ｆ１・Ｆターム検索及び特許・実用番号
索引照会において、現在、各項目ごとの
表示しか出来ない１０項目の情報を一括
で表示する機能の追加。また、表示した
情報の印刷はブラウザの印刷機能で一括
印刷が可能とする。
○コンピュータソフトウェアデータベース
（ＣＳＤＢ）運用変更（１７．０３）
・ディスク容量節約を図るため、許諾の得

（ ）られていない一次文献 イメージデータ
を削除し、許諾が得られた際に蓄積する
運用に変更。
○経過情報バック分対応（１７．０３）
・平成１０年からの情報提供→平成４年か
らの情報提供
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
②知的所有権センターにおける特許電子図 ・インターネット回線インフラが全国的に５ 4.6
書館サービス 充実しているので、専用回線の必要性がど
特許電子図書館専用端末（ＩＰＤＬ／Ｗ の程度あるのかについて客観的評価が必
Ｓ）用専用回線及びインターネット回線を 要。全国の大学等に調査を行ったことは評
無償で提供し、特許電子図書館サービスの 価できる。
利用促進を図った。
・専用回線の地方閲覧所： ８箇所
・専用回線の知的所有権センター：

３２箇所
・インターネット回線の知的所有権セン
ター： ４１箇所

③大学・共同研究センターへの専用線を用
いた特許電子図書館サービスの検討を実
施。
○大学・共同研究センターにＩＰＤＬ／Ｗ
Ｓの設置に向けて、アンケート及び実地
調査等を行った。
・対象：全国６２箇所の国立大学法人、大

学・共同研究センター
・回答：５２校から回答あり

（回収率：８４％）
・５２校中 「導入を検討したい」と回答、
した２１校から意見を聴取。
・大学においては、専用回線に接続された
専用端末によるサービスではなく、研究
者等のパソコンから簡単にアクセスでき
ること、低コストで導入できること等の
要望が多い。

④整理標準化データの提供
民間工業所有権情報サービス提供事業者
によるサービスの拡充及び企業等における
社内データベースの拡充を図るため、特許
庁が保有する工業所有権情報を標準的な
フォーマットに変更し、マージナルコスト
で販売し、平成１６年度は、ユーザの要望
が高いデータ提供期間の短縮（従来より一
週間短縮）を１７年３月に行い、サービス
の拡充を図った。
・平成１６年度に提供したデータ件数

１４，８１３，５１２件
・データ販売顧客数
情報提供事業者 １７社

⑤特許電子図書館の利用マニュアルの作成
特許電子図書館サービスを普及させるた
めに、利用ガイドブックを作成し、各経済
産業局 ８箇所 知的所有権センター ５（ ）、 （
５箇所）等に配布した。

⑥特許流通フェア等のイベントに参加・出
展し、インターネットによる特許電子図
書館の実演、パンフレット及び利用ガイ
ドブック等を配布し、ＩＰＤＬの利用促
進を図った。
・特許流通フェア２００４ｉｎ九州・沖縄
・特許流通フェアｉｎ東北２００４
・ ２００４Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
・テクニカルショウヨコハマ２００５
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
（２）他国の工業所有権庁との工業所有権 （２）他国の工業所有権庁との工業所有権 （２）他国の工業所有権庁との工業所有権 （２）他国の工業所有権庁との工業所有権 ・他国との情報交換およびＡＩＰＮの運用
情報の交換及び情報の活用 情報の交換及び情報の活用 情報の交換及び情報の活用 情報の交換及び情報の活用 開始は評価できる。
他国の工業所有権庁から工業所有権情報 特許庁と他国の工業所有権庁との電子特 ①他国の工業所有権庁から工業所有権情報 ①和文翻訳抄録の作成

を収集し、保管及び管理し、かつ、ニーズ 許情報等の交換に関する合意に基づき、以 を収集し、保管及び管理するとともに年 三極交換データである米国公開特許明細
の高い工業所有権情報については和文抄録 下の業務を行う。 間２２万件以上の和文抄録を作成し、利 書、米国特許明細書及び欧州公開特許明細
を作成し提供することにより、先行技術調 用者に提供する。 書の和文翻訳抄録を特許庁の審査資料とし
査の充実を図ること。また、特許庁が保有 ・他国の工業所有権庁から工業所有権情報 ②特許庁が平成１６年に発行する公開特許 て作成し、米国公開特許明細書、米国特許
する工業所有権情報を必要に応じて英訳し を収集し、保管及び管理するとともに、 公報の英文抄録を特許庁公報発行計画に 明細書は、マージナルコストにて４社に提
提供することにより、他国における我が国 収集した工業所有権情報について、毎年 基づき年間３４万件以上作成し、他国の 供した。
出願人の的確な権利保護に貢献すること。 度２２万件以上の和文抄録を作成し提供 工業所有権庁に提供する。

する。 ③特許庁と他国の工業所有権庁との合意に ・平成１６年４月から９月末までの和文翻
・特許庁が毎年発行する公開特許公報の英 基づき、特許庁が保有する工業所有権情 訳抄録作成件数
文抄録を毎年度３４万件以上作成し提供 報のうち、特許庁が毎年発行する公報の 米国公開特許明細書７６，６２８件
する。 書誌データを年間５０万件以上整理して 米国特許明細書 ２５，６６１件

・特許庁が保有する工業所有権情報のう 他国の工業所有権庁に提供する。 欧州公開特許明細書 ９，８６７件
ち、特許庁が毎年発行する公報の書誌 ④他国の工業所有権庁に提供するＦターム
データを毎年度５０万件以上整理して他 リスト等は英訳して提供する。 ・平成１６年１０月より平成１７年３月末
国の工業所有権庁に提供する。また、Ｆ までの和抄作成件数
ターム等の検索コードに関する情報につ 米国公開特許明細書１２５，１２３件
いては英訳して提供する。 米国特許明細書 ３４，８１２件

欧州公開特許明細書 １６，９０６件

②ＰＡＪ（英文抄録）の作成
特許庁の公報発行計画に基づき、公開特
許公報の英文抄録を作成し、ＣＤ－ＲＯＭ
に収録して毎月他国の工業所有権庁（９３
箇所）に提供した。また、ＥＰＯ及びＵＳ
ＰＴＯには、ＣＭＴに収録したものを送付
した。さらに、ＰＡＪインデックス及びＰ
ＡＪニュースを年４回（四半期毎）作成し
送付した。
・平成１６年４月から９月末までの英文抄
録作成件数 １８２，５００件
・平成１６年１０月より平成１７年２月末
までの英文抄録作成件数

１７６，４９９件

③三極交換データ作成・送付
年間の送付スケジュールに基づいて、特
許庁が発行している公開公報、公表公報、
登録公報（媒体：ＤＶＤ－ＲＯＭ）から書
誌データを抽出しフォーマット変換して、
特許漢字書誌データを作成し、ＥＰＯには
毎月２回及びＵＳＰＴＯには年２回送付し
た。
・平成１６年度４月～９月までの作成・送
付件数
公開特・実公報 １７３，５００件
公表特・実公報 ２０，０００件
登録特・実公報 ６１，４００件

合計 ２５４，９００件
・平成１６年１０月～３月までの作成・送
付件数
公開特・実公報 １７５，５１０件
公表特・実公報 ２７，５１０件
登録特・実公報 ６１，４０８件

合計 ２６４，４２８件
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
④二国間交換データ送付・作成
２００４年韓国で開催された第７回日韓
機械化専門家会合の合意に基づいて、特許
庁が保有する以下の特・実公報イメージ
データを収録し、３月に送付した。
・公開特許公報イメージデータ

２９４，６３８件
（対象範囲：１９７１～１９７４）
・公告特許公報イメージデータ

８１５，３０７件
（対象範囲：１９５０～１９７９）
・公開実用新案公報イメージデータ

３０３，８８６件
（対象範囲：１９７１～１９７４）
・公告実用新案公報イメージデータ

９５０，９２２件
（対象範囲：１９５０～１９７９）

合計 ２，３６４，７５３件

⑤三極交換データとして提供しているＦ
ターム解説書等の英語訳の作成
以下の英訳したＦＩコード、Ｆタームリ
スト及びＦターム英文解説書を作成して、
３月末にＥＰＯ，ＵＳＰＴＯに送付。

・ＦＩコード １，８５６コード
・Ｆタームリスト ２３テーマ
・Ｆターム解説書 ８０テーマ

4.8（ ） （ ） （ ） （ ）３ 審査結果情報の提供システムの整備・ ３ 審査結果情報の提供システムの整備・ ３ 審査結果情報の提供システムの整備・ ３ 審査結果情報の提供システムの整備・ ５
運用 運用 運用 運用
特許庁が行った審査結果や出願書類等に 欧米を含む他国の工業所有権庁が、イン ①アジア産業財産ネットワークの機能の中 ①平成１６年１０月から、他国の工業所有

関する情報を、自動翻訳を介して英語で他 ターネット経由で、我が国の出願に係る審 に、我が国の出願に係る出願書類や拒絶 権庁に対し我が国の特許出願に関する
国の工業所有権庁に提供するシステムを整 査結果情報に加え、出願書類や拒絶理由通 理由通知書等の審査関連情報にアクセス サーチ及び審査結果情報を参照可能とす
備・運用することにより、他国における的 知書等の審査関連情報にアクセスし参照す し参照可能とするシステムを構築し、他 る「高度産業財産ネットワーク（ＡＩＰ
確な審査の促進を図り、我が国出願人のこ ることが可能なシステムを設け、その整備 国の工業所有権庁に対してこれら情報を Ｎ の運用を開始した さらに 特許・）」 。 、「
れら国における適切な権利取得の迅速化に と運用を行う。また、必要に応じてその機 提供する運用を開始する。 実用新案公報全文表示（現在、各項目ご
貢献すること。 能の拡充を図る。さらに、日本の審査にお ②米国特許商標庁及び欧州特許庁など他国 との表示しか出来ない１０項目の情報を

いて引用された日本語の文献などを英語で の工業所有権庁に対し、日本語の審査関 一括で表示する機能 「経過情報の更）」、
参照可能な自動翻訳システムの整備と運用 連情報や引用文献などを英語で参照可能 新日表示」等の機能を追加した。
を行う。 とする自動翻訳システムの整備と運用を

行う。 ②自動翻訳システム
平成１６年１０月のＡＩＰＮの運用に合
わせて、三極専用の翻訳サーバをＡＩＰＮ
に設置し、ＥＰＯ、ＵＳＰＴＯから要求さ
れたデータ（ＪＰＯ公報データ・審査結果
情報）を自動翻訳して提供するとともに、
ＥＰＯ，ＵＳＰＴＯからの翻訳結果につい
てのフィードバックにより、辞書機能の拡
充を図った。
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）

●［工業所有権相談等業務］ ●［工業所有権相談等業務］ ●工業所有権相談等業務 ●工業所有権相談等業務 ・地道な努力がなされ、着実な成果をあげ
ている。
・相談業務に関しては適正に行われてお
り、評価を５とした。

○行政機関の休日に関する法律で規定する ・全日開館実施 評価５。５ 5.0
日を除く全日について窓口・電話・文書
及び電子メールによる相談を実施。

○相談部においては、月平均５，１２２件
の相談を処理しており、１６年度は、６
１，４６５件の相談を処理。

（内 訳)
窓口相談 １４，１９０件

（１７時以降相談人数１９７人（内数 ））
電話相談 ４４，０５９件
文書相談 ２，０９９件
電子ﾒ-ﾙ １，１１７件

相談等への迅速な対応 相談等への迅速な対応 相談等への迅速な対応
技術革新・事業化の速度に適応した機動

、 、的な工業所有権の権利取得、権利活用を促 ・相談全件について 記録を作成し応答日
すため、工業所有権に関する相談の迅速化 応答状況を記載し、担当者が情報を共有
を図る。 する。

・来館及び電話での相談については、原則 ・文書の決裁手続の簡素化を行う。すなわ ・文書、電子メール、ＦＡＸの相談につい 〇相談処理期間を把握するため、相談記録 ・膨大な相談業務を迅速かつ丁寧に対応さ５ 5.0
として直ちに回答する。 ち、文書や電子メールによる相談の回答 て、受付簿を作成し、迅速な対応の達成 文書を作成し管理を実施。 れており、評価できる。

のうち軽易なものについては、上級職員 状況を管理する。 ・メール相談につき９０％以上は１日程度
・文書及び電子メールでの相談について による決裁を省略する。 ○工業所有権に関する相談の迅速化を図る で回答している点を評価したい （ ２日以。「
は、原則として、３開館日以内に回答す ため、窓口・電話相談については、原則 内」という要望に対して「１日以内」を目
る。 として即日回答との目標を掲げ、全件を 標としてもよいのではないか ）。

即日処理及び文書・電子メール相談につ ・目標を達成しており 評価５。
いては、原則として３開館日以内回答と
の目標を掲げ、全件を３開館日以内に処
理 （年度計画目標１００％達成 。）

・普遍的な質問に対する回答については、 ・回答例集の見直し、追加、修正を行う。 ○普遍的な質問に対する回答例集（Ｑ＆Ａ ・目標を達成しており 評価５。５ 5.0
回答例集を作成しインターネットで公開 （法律改正に伴う見直し等も含む ） 集）を情報・研修館ホームページに掲載。
する。 するとともに内容の追加・修正を実施。

・相談者サービスに関するニーズ調査を行 ○利用者ニーズを的確に把握するため、窓 ・満足度が過去最高であることは評価でき５ 5.0
う。 口相談者に対してアンケート調査を８月 る。

に実施。

・アンケート調査は、３７４人の利用者に
配布し、２７４人からの回答があり、要
望項目は１９項目、要望件数は３０件が
寄せられた。
寄せられた要望項目のうち、実施済のも
の１１項目（さらなる向上を目指すもの
５項目を含む 、１７年度に実施予定の）
もの３項目、実施困難なもの４項目、特
許庁への要望事項１項目であった。
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
主な要望に対する対応は次のとおりであ
る。
①ホームページに関するもの
相談コーナーを充実してほしいという要
望については、平成１６年１０月１日か
ら個人向け「出願書類等の様式」のダウ
ンロード及び「特許の相談」のリニュー
アルを行ったが、さらなる内容の充実に
努めて行く。

②接客態度、相談内容について
相談員の見識の差及び統一性のある説明
をしてほしいという要望については、相
談部内の勉強会をさらに充実し、統一さ
れた良い説明ができるよう努める。
また、メール相談の回答期日を「遅くて
も３日以内」から「遅くても２日以内」
にしてほしいという要望については、現
在、９０％以上は１日程度で回答してい
るところであるが、今後、できる限り希
望に添うよう努める。

・相談業務のワンストップ化、関連機関と ①相談業務のＰＲ用パンフレット作成 ・相談のワンストップ化が図られている。
の連携により、中小・ベンチャー企業向 ・相談部認知度が低かったため、ＰＲ用パ
け相談業務の充実を図る。 ンフレットを作成し、相談業務のＰＲを

実施 （知的所有権制度説明会、Ｈ１６。
年度特許流通フェア、情報・研修館が参
加するイベント等において配布した ）。

「 」②情報・研修館ホームページ 特許の相談
のリニューアル
・平成１６年１０月１日より、個人向け様
式見本のダウンロードが可能となった。
・平成１６年１０月１日及び平成１７年３
月３１日に「よくある質問」欄を拡充し
た。

③相談部ブースの増設
・平成１６年８月、相談者の利便性を向上
させるため 相談ブース 窓口 を４ブー、 （ ）
スから５ブースに増設した。

④明細書の記載例を作成
・特許法施行規則が改正され、明細書の記
載要領が変更されたことに伴う、明細書
の作成方法に関する相談の増加に対応す
るため、代表的な分野（機械、電気、化
学）の明細書記載例を作成し、相談者に
配布。

⑤情報・研修館が参加する各地のイベント
における相談者に対応するため、相談部
職員を１名派遣し 相談窓口を開設 平、 。（
成１５年度、５カ所、延べ１４日間から
１４カ所、延べ２７日間に拡大）

〔 、 、 、・初心者向け説明会 熊本 大分 松山
山形、和歌山〕 相談者 ４５名

〔 、 、 、・特許流通フェア 東京 神戸 名古屋
北九州、郡山、広島〕 相談者 ９８名
・技術移転フォーラム〔千葉 、テクニカ〕
ルショウヨコハマ〔横浜 、産業クラス〕
ター創出フェア〔広島〕相談者 ７０名
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）

●［人材育成業務］ ●［人材育成業務］ ●人材育成業務 ●人材育成業務 ・研修生から高い評価を得ている。
・本年度に新たに加わった事業であり、改
善に関しては未評価であるが、適正に行わ
れており、評価を５とした。

研修の着実な実施と内容の充実 研修の着実な実施と内容の充実
知的財産関連業務を支える人材の育成を

図り、特許庁における審査・審判の迅速化
や企業等における知的財産戦略の策定、権
利の適切な保護及びその活用等に貢献すべ
く、以下の業務を行う。

（１）特許庁職員に対する研修 （１）特許庁職員に対する研修 （１）特許庁職員に対する研修 （１）特許庁職員に対する研修 ・実施件数は概ね達成と考えられる。５ 5.0
特許庁の業務を円滑に遂行するために必 特許庁が定める方針に基づき、特許法施 特許庁研修基本方針及び研修計画等に基 ○平成１６年度研修計画に基づき、各研修 ・年度計画を達成し 評価５。

要な研修を着実に実施し、特に任期付審査 行令第１２条、第１３条及び第１３条の２ づき、別紙１の研修を効果的かつ効率的に 毎に実施要領を作成し、特許庁職員 ・満足度の高い研修事業が行われているこ
官の大量採用及び法律・国際関係などの高 に規定する研修を含む特許庁職員に対する 実施するため、研修実施要領を定めるとと ４、０５１名に対し研修を実施。 とは評価に値する。
い専門知識の要請など工業所有権行政を取 研修を効果的かつ効率的に実施するため、 もに、以下の点に重点的に取り組む。 （平成１６年１０月以降）
り巻く環境の変化並びに先端技術の急速な 必要な事項を定めるとともに、以下の点に ①実務実習を取り入れるなど特許庁職員の ・審査系職員研修
進展等に対応し、適時適切な研修を提供す 重点的に取り組む。 実践的な能力を強化する。 （研修生総数４１４名）
ること。また、中小・ベンチャー企業によ ②講師の充実及び研修内容の質的向上を図 ・審判系職員研修
る知的財産戦略の策定等を支援する人材を ・実務実習を取り入れるなど特許庁職員の る。 （研修生総数１００名）
育成するために必要な研修を効果的に実施 実践的な能力を強化する。 ③研修に対する要望を的確に把握し、研修 ・事務系職員研修
すること。 ・講師の充実及び研修内容の質的向上を図 内容に反映させる。 （研修生総数６０名）

る。 ④研修生に対するアンケート調査により、 ・管理者研修等（研修生総数２９５名）
・研修に対する要望を的確に把握し、研修 平均で８０％以上の者から「有意義だっ ・国際化への対応能力向上のための研修
内容に反映させる。 た」との評価を得る。 （研修生総数２４７名）

・情報化への対応能力強化のための研修
（研修生総数１０１名）
・法的専門能力向上のための研修
（研修生総数１８９名）
・行政ニーズ変化への感応度向上のための
研修
（研修生総数２，６４５名）
専門研修（技術研修、特別研修、実務

研修等 １，６９１名）
派遣研修（大学派遣聴講、他省庁、関

）係団体等の研修等 ３５９名
現場実習（企業実習、民間派遣研修等

５９５名）
※参考
平成１６年４月から９月の研修生は２，
３３８名（年度計６，３８９名）

○特許庁事務系職員に対し、知的財産関連
業務を体験するための民間派遣研修（イン
ターンシップ）を実施。 （上記参照）

〇特許庁、講師及び研修生からの要望・意
見を的確に把握し、次年度の研修に反映
させるとともに、講師の充実及び研修内
容の質的向上を図った。
ａ講師、研修生等からの具体的要望事項
・講義時間の改善
・研修科目の重複の回避
・テキストのみならず、パワーポイント等
の研修機材利用
・研修科目、研修講師の変更
ｂ講師のためのプレゼンテーション（特別
研修）を実施 （１４名）。
〇全ての研修において、研修生に対しアン ・有意義であったとの評価 評価５。５ 5.0
ケート調査を行なった結果、各研修平均 ・初年度かつ短期であるが、全体に高い満
で９７．７％以上の者から「有意義だっ 足度が得られており業務移管したことによ
た」との評価を得た。 る有効性が推測できる。
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
（２）特許庁職員以外の者に対する研修 （２）特許庁職員以外の者に対する研修 （２）特許庁職員以外の者に対する研修 （２）特許庁職員以外の者に対する研修
登録調査機関など工業所有権に関する業 特許庁が定める方針に基づき、工業所有 ①特許庁調査業務実施者育成研修実施要綱 ○調査業務実施者育成研修 ・実施件数は概ね達成と考えられる。

務に従事する者であって特許庁職員以外の 権に関する手続等の特例に関する法律第３ に基づき、工業所有権に関する手続等の ・平成１６年度調査業務実施者育成研修 ・年度計画を達成し 評価５。
者に対する研修を、審査・審判事務の実施 ７条に規定する調査業務実施者に必要な研 特例に関する法律第３７条に規定する調 （第１回）
において培ってきたノウハウに基づき提供 修を年間１回以上実施するとともに、実施 査業務実施者に必要な研修を年間２回以 時 期：平成１７年１月１１日～
すること。 に必要な事項を定める。また、工業所有権 上実施する。 ２月２４日

制度や特許情報に精通した人材、研究開発 ②工業所有権制度に精通した人材 弁理士 場 所：工業所有権情報・研修館研修室（ 、
に従事する人材等を対象とした実務研修を 弁護士、企業の知財部員等）を対象とし （大教室、ＶＤＴ室 、航空会館）
年間２回以上、中小・ベンチャー企業等が た研修を年間２回以上実施する。 受講者：５６名
工業所有権に関する知見を深めるための研 ③中小・ベンチャー企業等を対象とした研 ・平成１６年度調査業務実施者育成研修
修を年間１０回以上実施する。実施にあ 修を年間１０回以上実施する。 （第２回）
たっては以下の点に重点的に取り組む。 ④講師の充実及び研修内容の質的向上を図 時 期：平成１７年３月２日～

るため研修生に対してアンケート調査を ４月２０日
・講師の充実及び研修内容の質的向上を図 する。 場 所：情報・研修館研修室（大教室、
る。 ⑤研修に対する要望を的確に把握し、研修 ＶＤＴ室 、航空会館、日本青）

・研修に対する要望を的確に把握し、研修 内容へ反映させるためにアンケート調査 年館、ヴィラフォンテーヌ汐留
内容に反映させる。 をするとともに民間の主要な研修実施主 受講者：１０４名

体と連絡会を開催する。
上記（１）及び（２）を通じ、研修生に ⑥研修生に対するアンケート調査により、 ○工業所有権制度に精通した人材を対象と

対するアンケート調査により、毎年度平均 平均で８０％以上の者から「有意義だっ した研修
で８０％以上の者から「有意義だった」と た」との評価を得る。 ・審査基準討論研修
の評価を得る。また、特許庁職員と特許庁 時 期：平成１７年２月１４日
職員以外の工業所有権に関する業務に従事 場 所：日本弁理士会会議室
する者が共に研修を受講することによって 受講者：１６名
研修の効果又は効率が上がるものについて ・職務発明規定の運用の理解を深める方策
は、合同で研修を行う。 に関する検討会（３／３～３／４）

参加者：８名（弁護士）

○中小・ベンチャー企業等を対象とした研
修
・知的財産基礎研修・・・ 別紙参照）（
・特許侵害警告模擬研修
①株式会社デジタル（大阪）
時 期：平成１７年２月７日
②本多電子株式会社（愛知）
時 期：平成１７年２月１８日
③三丸化学株式会社（宮城）
時 期：平成１７年３月１日
④株式会社ニデック（愛知）
時 期：平成１７年３月１１日
⑤株式会社パトライト（大阪）
時 期：平成１７年３月１６日
・行政機関職員向け知的財産権研修
①第２回知的財産権（行政機関及び政府関
係機関職員向け）研修
時 期：平成１６年１１月９日～

１１月１２日
場 所：工業所有権情報・研修館研修室

（大教室）
受講者：５５名
②第３回知的財産権（行政機関及び政府関
係機関職員向け）研修
時 期：平成１６年１２月７日～

１２月１０日
場 所：工業所有権情報・研修館研修室

（大教室）
受講者：３７名
＊第１回は、特許庁において、６月に実施
済み
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
○人材育成連絡会議
・第一回人材育成連絡会議
時 期：平成１６年１１月２日
参加団体：日本知的財産協会、日本弁理

士会、発明協会
議 題：①各団体の人材育成について

②ｅラーニングについて
③合同研修の実施の検討につ
いて

・第二回人材育成連絡会議
時 期：平成１７年２月７日
参加団体：日本知的財産協会、日本弁理

士会、発明協会
議 題：①情報・研修館ＨＰへの各団

体実施の研修一覧表の掲載につ
いて

（ ）②情報・研修館 人材育成部
の研修実施状況

③合同研修について
＊各団体実施の研修一覧表を情報・研修館
ＨＰへ掲載（平成１７年１月２６日）

4.8○アンケート調査 ５
・講師のみを派遣する方式以外の全ての研
修において、研修生に対してアンケート
調査を実施 「有意義だった」との評価。
を平均で９７．３％を得ている。

○次年度の研修において、講師の充実及び
研修内容の質的向上を図るため、講師及
び研修生からの要望・意見を的確に把握
した。主なものは以下の通り。
ａ講師からの具体的要望事項（講師からの
ヒアリングより）
・研修の全体構成の把握
・研修全体の中での自らの講義の位置づけ
・講義マニュアルの作成
・研修科目の重複の回避
・研修科目の日程変更
ｂ研修生からの具体的要望事項（講義後ア
ンケートより）
・課題を出すときには十分な準備時間を設
けて欲しい
・報告書の締め切り日を緩和して欲しい
・タイトな講義スケジュールを緩和して欲
しい
・実務的な内容に絞って欲しい
・重要な講義のテキストについては製本版
が欲しい
・研修期間中は会場を一定にして欲しい
・研修時に暑すぎたり寒すぎたりしないよ
う研修教室の空調を調節して欲しい（特
にサーチ端末の部屋）
・研修を外部に対し積極的にＰＲして欲し
い
・実習の際のサーチ端末は一人一台用意し
て欲しい
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中 期 目 標 中 期 計 画 評 定
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 評価 採点 理由・背景についての説明、コメント

ﾎﾟｲﾝﾄ（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
（３）情報通信技術を活用した研修 （３）情報通信技術を活用した研修 （３）情報通信技術を活用した研修 （３）情報通信技術を活用した研修 ・３コンテンツの提供が十分な量なのか否５ 4.6
特許庁職員を含む知的財産関連人材全般 特許庁職員を含む知的財産関連人材全般 ①ｅラーニングによる研修を中期目標期間 ○ＩＰ・ｅラーニングによる研修の提供 かが不明であるが、特に地方立地の中小・

に対して、情報通信技術を活用した相互研 の研修機会を拡大し、かつ、ニーズに応じ 終了時までに３科目以上実施するための ・ｅラーニングシステムを構築し、研修コ ベンチャー企業に対して研修を充実させる
鑽の機会を提供し、その研修機会の拡大及 た多様な研修を提供するため、ｅラーニン 検討、準備を行う。 ンテンツを３種作成（平成１７年３月 施策がより充実してもよいのでは。
び内容の充実を図ることにより、知的財産 グによる研修を中期目標期間終了時までに ②情報・研修館が使用する研修テキストに システム及びコンテンツ提供開始 ） ・年度計画を達成し 評価５。。
実務に精通した人材の育成を促進するこ ３科目以上実施する。また、他の組織・機 ついて、著作権者の利用許諾が得られた ・コンテンツ名
と。 関が作成した研修教材を収集し、情報・研 ものから順次インターネット上で公開す ①産業財産権を巡る我が国の現状と今後

修館が作成したものとともに、著作権者の る。 ②先行技術調査の進め方
利用許諾が得られたものから順次インター ③特許審査実務の概要
ネットで外部提供し、研修教材の相互利用
を図る。 ○情報・研修館が使用する研修テキストの

インターネットへの公開
・平成１６年１２月２４日より、調査業務
実施者育成におけるテキスト２種（特許
法概論、検索の考え方と検索報告書の作
成）を情報・研修館ＨＰに掲載。

４．７１平 均 採 点
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）

％）４．財務内容の改善に関する事項 ３．予算、収支計画及び資金計画 ３．予算、収支計画及び資金計画 ３．予算、収支計画及び資金計画 （評価ウェイト１０
●偶然的原因により支出する場合を除く借 （１）予算（人件費の見積もりを含む） ○平成１６年度予算（単位：百万円） 平成１６年度収支状況（単位：百万円）
入金の抑制 ＜省略＞ ・特に問題ない。
情報・研修館の業務を、安定的、継続的 ○平成１６年度予算内での業務運営 ・適正の範囲内と考えられる。

に行うため、適正な自己収入を見込んだ借 （２）収支計画 ＜省略＞ ○短期借入金はなし ・健全な運営がなされている。
入金に依存しない予算計画を立て、情報・ 業務の効率的な実施等の経営努力により ・適正でＢの評価。
研修館の提供するサービスに対するニーズ 財務内容の改善を図る。 ○収 入 ○収 入
等の要因を十分に予測して予算を執行する 運営費交付金 ９，６０５ ・運営費交付金 ９，６０５
とともに、業務の効率的な実施等の経営努 （３）資金計画 ＜省略＞ 複写手数料収入 ９５ ・複写手数料収入 ４６
力による流動性の確保により、借入金が不 研修受講料収入 ４３ ・研修受講料収入 ３４
要な運営に努める。 計 ９，７４２ ・その他収入 ０

４．短期借入金の限度額 計 ９，６８５
●財務内容の透明性の確保
財務内容に係る情報提供に関して透明性 ●短期借入金の限度額 ３５億円 ○支 出 ○支 出

を確保する観点から、経理事務や財務諸表 ・業務経費 ８，８０２ ・業務経費 ８，２９９
の作成に外部の知見を積極的に活用するよ ●想定される理由 工業所有権関係公報等閲覧業務関係 工業所有権関係公報等閲覧業務関係
う努める。 運営費交付金の受入れが遅延 経費 ５４７ 経費 ５２６

審査・審判関係図書等整備業務関係 審査・審判関係図書等整備業務関係
●効率化予算による運営 ※ 運営費交付金の受入れが最大３か月遅 経費 ２５２ 経費 ２１６
運営費交付金を充当して行う業務につい れた場合を想定して、年間支出約１４ 工業所有権情報流通等業務関係経費 工業所有権情報流通等業務関係経費

ては ２ 業務運営の効率化に関する事項 ０億円の３か月／１２を短期借入金の ４，０５５ ３，８２７「 」
で定めた事項について配慮した中期計画の 限度額とする。 工業所有権情報普及業務関係経費 工業所有権情報普及業務関係経費
予算を作成し 当該予算による運営を行う ３，６７７ ３，５６２、 。

工業所有権相談等業務関係経費 ２４ 工業所有権相談等業務関係経費
５．重要な財産の処分等に関する計画 人材育成業務関係経費 ２４８ １８

※ なし ・一般管理費 １９５ 人材育成業務関係経費 １５０
・人件費 ７４６ ・一般管理費 １７１

計 ９，７４２ ・人件費 ６９４
６．剰余金の使途 計 ９，１６４
●審査、審判に関する図書・文献の追加購 ○平成１６年度収支計画（単位：百万円）
入 ○収入と支出の差 ５２１

●研修の充実 費用の部 ９，７４２
●研修に係る設備の改修 経常費用 ９，７４２ ・複写手数料は、複写サービスに必要 と
●情報インフラの繰り上げ更新 工業所有権関係公報等閲覧 する支出（料金徴収のための「人 件費」

業務費 ３１１ 物件費 を勘案した価格 ３０円／枚・「 」） （
審査・審判関係図書等整備 消費税込）に設定してい る。なお、平成
業務費 ２５２ １６年度の主な複写 サービスに必要とす
工業所有権情報流通等 る支出及び複写 収入は、次のとおりであ
業務費 ４，０５５ る。
工業所有権情報普及
業務費 ３，６７７
工業所有権相談等業務費 ２４ 【参考】
人材育成業務費 ２４８ １．主な支出 約５，８２２万円
一般管理費 １９５ （人件費： 約３，６２７万円）
人件費 ７４６ （H16実績）
減価償却費 ２３６ （物件費： 約２，１９５万円）

財務費用 ０ （H16実績）

収益の部 ９，７４２ ２．収入 約４，７０８万円
運営費交付金収益 ９，６０５
複写手数料収入 ９５ ３．収支 －１，１１４万円
研修受講料収入 ４３ （複写枚数 約 １５７万枚）
寄附金収益 ０
資産見返負債戻入 ０

純利益 ０
目的積立金取崩額 ０
総利益 ０
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）
○平成１６年度資金計画（単位：百万円）
資金支出 ９，７４２
業務活動による支出 ９，７４２
投資活動による支出 ０
財務活動による支出 ０

資金収入
業務活動による収入 ９，７４２
運営費交付金による収入 ９，６０５
複写手数料収入 ９５
研修受講料収入 ４３
その他の収入 ０

投資活動による収入 ０
その他の収入 ０

財務活動による収入 ０
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中 期 目 標 中 期 計 画
平 成 １６ 年 度 計 画 平 成 １６ 年 度 実 績 理由・背景についての説明、コメント

（平成１３年４月～平成１８年３月） （平成１３年４月～平成１８年３月）

５．その他業務運営に関する重要事項 ７．その他業務運営に関する事項 ４．その他

●特許庁の審査・審判に対する支援の確保
審査・審判関係図書等整備業務を行うに ①施設・設備に関する計画

際し、特許庁の審査・審判事務が利用者並 ※ なし
びに社会経済に与える影響を考慮して、特 ●人事に関する計画 ○人事に関する計画 ＊本項目は「２．業務運営の効率化に関する事項」
許協力条約に規定されている資料に加え ②人事に関する計画 ・直接部門と一般管理部門の常勤職員の業 と一体
て、審査・審判における必要性を踏まえた １） 方針 ・直接部門と一般管理部門の常勤職員の業 務負担を把握し、効率的に配置する。
資料の収集に努める。 直接部門と一般管理部門の業務量の衡量 務負担を把握し、効率的に配置する。

を踏まえて、両部門に常勤職員を効率的 職員構成 ７９名
に配置する。 職員構成 ７９名

（人材開発統括監 １名）
２） 人員に係る指標 （人材開発統括監 １名） （総 務 部 １８名）
直接部門と一般管理部門の常勤職員を効 （総 務 部 １８名） （閲 覧 部 １６名）
率的に配置することにより、期末におけ （閲 覧 部 １６名） （流 通 部 ８名）
る一般管理部門の常勤職員数が占める割 （流 通 部 ８名） （情 報 普 及 部 １０名）
合を期初における同割合未満とする。 （情 報 普 及 部 １０名） （相 談 部 １１名）

（参考１） （相 談 部 １１名） （研 修 部 １０名）
１）期初の常勤職員数 ５５人 （研 修 部 １０名） （人 材 育 成 部 ５名）
２）期末の常勤職員数の見込み ７９人 （人 材 育 成 部 ５名）

工業所有権情報普及業務及び人材育成 ※工業所有権情報普及業務及び人材育成業
業務の実施に伴い特許庁から移行された ※工業所有権情報普及業務及び人材育成 務の実施に伴い特許庁から移行された常
常勤職員数 ２４人 業務の実施に伴い特許庁から移行され 勤職員数２４人を含む。

た常勤職員数２４人を含む。
（参考２）中期目標期間中の人件費総額
中期目標期間中の人件費総額見込み

３，１８４百万円
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職

員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休
職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当
する範囲の費用である。

●特許庁との連携の強化
相談業務を行う際、相談への迅速な対応

が重要との認識に基づき、特許行政の最新
状況の把握、特許庁に寄せられる相談内容
の収集に努める。また、工業所有権情報普
及業務及び人材育成業務を実施するにあた
り、特許庁の施策・方針を正確に把握し、
効率的・効果的な実施に努める。

％）アウトカム （評価ウェイト５
○成約件数： ・特許流通事業は一定の経済波及効果がみられ、評価
１６年度の成約件数は１，３８１件 できる。
（累計件数 ５，４６１件） ・地方を含む多くの都道府県にて経済的インパクトを

生じている点を評価できる。
、 。・特許流通事業を中心に 大きな波及効果が見られる

・技術移転の成約件数は増加したが、大幅な増加では
なかった。
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アディショナリティー（付加要素）
【法改正に基づく業務追加等】
○「特許審査の迅速化等のための特許法等
の一部を改正する法律」により「独立行
政法人工業所有権総合情報館法」の一部
が改正され、平成１６年１０月１日に施
行された。これに伴い、特許庁より情報
普及業務、人材育成業務（特許庁職員向
け研修）が移行され、また、新たに特許
庁職員以外の者に対する研修業務が追加
された。これら、移行業務等を円滑に進
めるため組織変更、諸規程の変更等の作
業を実施。
・名称を「独立行政法人工業所有権情報・
研修館」と変更
・人材開発統括監、情報普及部、研修部、
人材育成部の設置
・閲覧部、資料部を統合
・人員配置の変更

（４月） （１０月）
総 務 部 １７人 １８人
閲 覧 部 １７人 １６人
資 料 部 ６人
相 談 部 ８人 １１人
流 通 部 ７人 ８人

情報普及部１０人
研 修 部１０人
人材育成部 ５人

人材開発統括監 １人
・平成１６年度計画、予算の変更
・業務方法書等諸規程の追加、変更
・執務室のレイアウト変更、相談ブースの
増設
・名称変更に伴う登記等各種申請届出、看
板表示等の変更

○情報・研修館広報活動
・イノベーションジャパン２００４出展
（東京国際フォーラム）
（９／２８～３０）
・情報・研修館パンフレットの作成
・日刊工業新聞ＰＲ用公告掲載
（１０１）/
・Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ ２００４へ出展
（１１／１７～１１／１９）
・情報・研修館発足記念フォーラム開催
（１２／１）
・西日本新聞北九州版ＰＲ用公告掲載
（１／２９）
・テクニカルショウヨコハマ２００５へ出
展（２／２～４）

○特許流通促進広報活動
（平成１６年度においては、テレビやメー
ルマガジン等で事業紹介を行うとともに、
特許流通フェアや産業フェア、各種セミ
ナー等で積極的に事業紹介を行った ）。

○日刊工業新聞「特許情報活用支援アドバ
イザー」紹介記事に対する取材協力
（４／１）
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○日刊工業新聞の発明の日特集号に「特許
流通促進事業 等の広告を掲載 及び 特」 、 「
許流通アドバイザー」紹介記事に対する
取材協力（４／１６）
○日経産業新聞「特許流通促進事業」記事
に対する取材協力（４／１６）
○特許流通促進事業の協力企業１社が、情
報館の推薦により、発明の日に産業財産
権制度活用優良企業表彰を受賞
（４／１６）
○特許流通支援チャートをホームページへ
掲載（４／２０）
○「産学交流技術移転フォーラム」に出展
（４／２１～２３）
○「産学交流技術移転フォーラム」で特許
流通促進事業を説明（４／２２）
○日刊工業新聞に「経済的インパクト」記
事が掲載（５／５）
○特許流通ニュースメールを１，６３３件
配信（５／１７）

「 」○日刊工業新聞に 特許流通支援チャート
記事が掲載（５／２１）
○「三重の２１世紀リーディング産業展」
に出展（５／２１～２２）
○「三重の２１世紀リーディング産業展」
で特許流通促進事業を説明（５／２１）
○特許庁広報誌「とっきょ」に「＝座談会
＝知的財産を活用した地域振興のあり方
と今後の展開」を掲載（５／２５）
○特許庁広報誌「とっきょ」に「ＡＵＴＭ
年次総会２００４への参加及びテキサス
Ａ＆Ｍ大学図書館への訪問について」を
掲載（５／２５）
○フジサンケイビジネスアイに「中小企業
のための特許契約等の手引き作成」記事
が掲載（５／３１）
○「特許流通支援チャート」のＣＤ－ＲＯ
Ｍ版を作成（６／１）
○事業ＰＲ用パンフレット（特許流通促進
事業ガイド）作成（６／４）
○事業ＰＲ用ＣＤ－ＲＯＭ作成（６／４）
○「中小企業のための特許契約の手引き」
作成（６／１１）
○日刊工業新聞に「共通指標に基づく地域
の地財力評価に関する調査研究（１５年度

）」 （ 、 ）調査 記事が掲載 ６／１１ ６／２９
「 」○日刊工業新聞に 特許流通促進セミナー

記事が掲載（６／１５）
○「第３回産学官連携推進会議」に参加、
出展（６／１９～２０）
○特許流通ニュースメールＮＯ．３を
１，９６７件（７／１５ 、ＮＯ．４を）
１，９５５件（８／１７）配信
○特許流通ニュースメールＮＯ．５を
２，２１６件配信（９／１５）
○特許庁広報誌「とっきょ」に「中国にお
ける技術移転に関する調査報告」を掲載
（９／２５）
○特許流通フェアへ出展
（ ） （ ）、実施済 関東 ９／２９－１０／１
近畿（１０／１４～１５ 、北海道（１）
１／１１～１２ 、中部（１１／１７～）
）、 （ ）、１９ 九州・沖縄 １１／１７～１９

東北（１１／２５～２６ 、中国・四国）
（１２／１～２）
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○「知っておきたい特許契約の基礎知識」
発行（１０／１）
○テレビ「知恵の輪ニッポン」を中国地域
５県で放映（１０／６～１２／２９ 全
１３回）
○フジサンケイビジネスアイに「特許ビジ
ネス市」に関する記事を掲載
（１０／１３）
○自治体イベント２ヶ所へ出展
（実施済）北陸（１０／１４～１５ 、）
滋賀（１０／２０～２２）
○「北陸技術交流テクノフェア２００４」

（ ）で特許流通促進事業を説明 １０／１５
○特許流通ニュースメールＮＯ．６を
２，３６７件配信（１０／１５）
○ 特許流通成功事例 １２６件 をホー「 （ ）」
ムページに掲載（１０／２２）
○「中小企業総合展２００４inKANSAI」に
出展（１０／２７～２９）

「 」○経済産業ジャーナルに 特許ビジネス市
記事が掲載（１１／１）
○特許流通ニュースメールを月２回発行と

、 ． ， （ ）、し ＮＯ ７を２ ４１２件 １１／１
ＮＯ．８及び臨時号を２，４７７件（１
１／１５，１６ 、ＮＯ．９を２，５６）
５件（１２／１ 、ＮＯ．１０を２，６）
２９件（１２／１５）配信
○行政機関等職員に対する知的財産権研修
において特許流通促進事業を説明（１１
／１０、１２／１０）
○特許流通フェアで事業利用に関するアン
ケートを実施
（実施済）北海道、中部、九州・沖縄、
中国・四国
○「Far East meets West in VIENNA
（ウィーン 」で特許流通支援チャート）
を説明（１１／２５）
○産学官連携「技術成果発表会」で特許流
通促進事業を説明（１１／２６）
○「千葉県特許流通情報セミナー」で特許
流通促進事業を説明（１２／１）
○「ＷＩＰＯ／アジア地域ＳＥＭワーク
ショップ（上海 」で特許流通促進事業）
を説明（１２／１５～１６）

． ，○特許流通ニュースメールＮＯ １１を２
６９８件（１／５ 、ＮＯ．１２を２，）
６８２件（１／１７）配信
「 」○ ベンチャーフェアＪＡＰＡＮ２００５
に出展（１／２６～２７）
○「特許権等に係る技術移転説明会」で特
許流通促進事業を説明（１／２７）

． ，○特許流通ニュースメールＮＯ １３を２
８４５件（２／１ 、ＮＯ．１４を２，）
８８３件（２／１５）配信
○「ＡＵＴＭ／大学技術管理者協会（フェ
ニックス 」で特許流通促進事業を説明）
（２／３～５）

． ，○特許流通ニュースメールＮＯ １５を２
９４４件（３／１ 、ＮＯ．１６を２，）
９７１件（３／１５）配信
○「特許流通アドバイザーの連携支援事業
ベストプラティス集」発行
○「知恵の輪ニッポン」をＤＶＤ化し、ア
ドバイザーに配布
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○プレジデントに「共通指標に基づく地域
の知財力評価に関する調査研究（１５年
度調査 」記事が掲載（３／２１））
○特許庁広報誌「とっきょ」に「国際特許
流通セミナー２００５開催報告」を掲載
（３／２５）
○朝日新聞の日曜別刷り「 」に特許流Be
通促進事業を題材とした「休眠特許」連
載開始（３／２７）


